
中小企業等への支援に関する覚書 

 静岡県技術士協会（以下 甲という）と社団法人中小企業診断協会静岡県支部（以下乙と

いう）は、関係する中小企業等に対する支援を協力して行うため、以下のとおり、基本覚書

を締結する。 

  （目 的） 

 第 1条  甲及び乙は、地域の中小企業等に対する支援に関し、相互に協力・連携するこ       

とにより、円滑かつ有効な支援を行い、対象企業の振興及び地域産業の発展に       

寄与することを目的とする。 

 （支援要請等への対応及び協力依頼） 

第 2 条  甲及び乙のいずれかから、支援要請・協力依頼等の申し出があったときは、双     

方とも対応可能な範囲で自己の責任において、誠意をもって速やかに対応するものとする。

また、日頃の情報交換はもとより、オープンなセミナー（甲乙の会員以外も参加できるもの）

の相互連絡と相互参加、双方の研究会どうしの交流などについて、可能な限り協力して行っ

ていくものとする。 

 (秘密の保持) 

第 3 条  甲及び乙は、本覚書に基づ＜行為により知り得た業務上の企業情報などについ     

て、当該企業の支援目的以外の使用また漏洩は、一切してはならない。 

 (覚書の期間) 

第 4 条  本覚書の期間は、本覚書締結の日から、甲または乙のいずれかから本覚書解消     

の申し出またはその指定があった日までとする。 

 (協議解決) 

第 5 条  本覚書に定めのない事項及び本覚書の内容に疑義が生じた場合は、その都度誠        

意をもって協議し、解決するものとする。 
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